
2006.JUNE 24［時の動き］

我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
や
大
規
模
な
テ
ロ
が
万
が
一
発
生
し
た
場
合
に
、
国
民
の
生
命
や

財
産
を
守
る
た
め
の
避
難
、
救
援
な
ど
の
措
置
を
定
め
た
「
国
民
保
護
法
」
が
平
成
十
六
年
九
月
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
三
月
末
に
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
「
国
民
保
護
計
画
」
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
国
民
自
ら
が
、
国
民
保
護
法
や
国
民
保
護
計
画

な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

国民の生命と財産を守る
「国民保護法」

国民保護計画の作成や住民が参加する実動訓練などの取組が進んでいます

そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
七
年
十
一

月
二
十
七
日
に
福
井
県
の
美
浜
原
子
力

発
電
所
へ
の
テ
ロ
攻
撃
を
想
定
し
た
、

国
民
保
護
法
に
基
づ
く
初
の
実
動
訓
練

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
実
動
訓
練
に

は
、
政
府
・
福
井
県
・
美
浜
町
・
敦
賀
市

の
ほ
か
、
日
本
赤
十
字
社
な
ど
の
指
定

公
共
機
関
、
地
元
住
民
な
ど
約
二
千
人

が
参
加
し
ま
し
た
。

訓
練
終
了
後
、
参
加
し
た
住
民
か
ら

は
、「
い
ざ
と
い
う
と
き
の
心
構
え
が
で

き
た
」
と
い
っ
た
評
価
の
声
が
上
が
る
一

方
で
、
避
難
方
法
の
実
効
性
に
対
す
る

疑
問
の
声
や
改
善
す
べ
き
点
の
指
摘
も

あ
り
ま
し
た
。
住
民
が
実
際
に
参
加
し

た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
保
護
法
や
国
民

保
護
計
画
に
対
す
る
理
解
と
、
よ
り
良

い
国
民
保
護
計
画
を
策
定
す
る
た
め
の

有
意
義
な
材
料
が
得
ら
れ
た
と
い
え
ま

す
。
福
井
県
は
、
今
後
、
専
門
家
や
訓

福
井
県
で
国
民
保
護
法

に
基
づ
く
初
の
実
動
訓

練
を
実
施

今
日
、
大
量
破
壊
兵
器
や
弾
道
ミ
サ

イ
ル
の
拡
散
、
国
際
テ
ロ
組
織
な
ど
の

活
動
を
含
む
、
新
た
な
脅
威
や
平
和
と

安
全
に
影
響
を
与
え
る
多
様
な
事
態
へ

の
対
応
が
、
我
が
国
に
お
い
て
も
差
し

迫
っ
た
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
十
五
年
六
月
に「
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和

と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の

確
保
に
関
す
る
法
律（
事
態
対
処
法
）」

が
成
立
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
律

を
受
け
て
、
翌
十
六
年
六
月
に
は「
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
以
下

「
国
民
保
護
法
」
と
い
う
）が
成
立
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
全
体
と
し
て
万

全
の
態
勢
を
整
備
し
、
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施

す
る
た
め
の
基
本
的
な
法
制
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。

武
力
攻
撃
や
大
規
模

テ
ロ
に
備
え
「
国
民
保

護
法
」
を
制
定

こ
れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
、
国
民
の

保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
な
ど
を
定
め
た
「
国
民

の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
」
が
平

成
十
七
年
三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
同
年
十

月
に
は
府
省
庁
な
ど
各
指
定
行
政
機
関

の
「
国
民
保
護
計
画
」
が
、
平
成
十
八
年

三
月
末
に
は
全
都
道
府
県
の
「
国
民
保

護
計
画
」
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
各
市

町
村
に
お
い
て
も
「
国
民
保
護
計
画
」の

作
成
作
業
が
、
平
成
十
八
年
度
を
め
ど

に
、
鋭
意
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本

赤
十
字
社
や
放
送
事
業
者
、
電
力
会
社
、

バ
ス
・
鉄
道
会
社
な
ど
の
各
指
定
公
共

機
関
で
も
、
平
成
十
八
年
五
月
末
ま
で

に
、
百
五
十
九
あ
る
す
べ
て
の
機
関
で

「
国
民
保
護
業
務
計
画
」の
作
成
を
完
了

し
て
い
ま
す
。

国
民
保
護
計
画
の
作
成

が
進
む
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練
参
加
者
の
意
見
を
聞
き
、
国
民
保

護
計
画
を
修
正
し
て
い
く
予
定
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
の
生
命
や
財
産

を
守
る
た
め
に
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
だ
け
で
な
く
、
国
民
自
ら
の
積
極
的

な
取
組
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力

攻
撃
や
テ
ロ
な
ど
の
事
態
が
、い
つ
、
ど
こ

で
、
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
を
事
前

に
予
測
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
ら

避
難
に
当
た
っ
て
の
留

意
点
な
ど
を
内
閣
官
房

が
と
り
ま
と
め
る

ど
う
す
る
か
を
、
国
民
一
人
一
人
が
日

常
生
活
に
お
け
る
現
実
的
な
課
題
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
態
へ
の

対
応
は
、
平
和
な
と
き
に
こ
そ
十
分
に

考
え
て
お
く
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

内
閣
官
房
で
は
、
こ
う
し
た
事
態
が

万
が
一
発
生
し
た
場
合
に
国
民
が
ど
の

よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
か
、
あ
る
い
は

ふ
だ
ん
か
ら
何
を
備
え
て
お
け
ば
よ
い

か
な
ど
に
つ
い
て
、『
武
力
攻
撃
や
テ
ロ
な

ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
』と
し
て
と
り

ま
と
め
、「
内
閣
官
房
国
民
保
護
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
」
な
ど
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

今
後
も
、
政
府
は
、
関
係
機
関
と
連

●問い合わせ先

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付

電話：03-5253-2111（代）
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福井県で行われた実動訓練の現地対策本部の会議に臨む沓掛有事法制担当大臣

携
し
つ
つ
万
全
の
態
勢
を
整
備
す
る
た
め

努
力
し
て
い
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
資
料
提
供：

内
閣
官
房
）

国民の保護に関する 
基本指針と国民保護計画 

国民保護法（平成16年6月成立、同年9月施行） 
武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保
護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団
体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置を規定 

国 国民の保護に関する基本指針（国民保護法第32条） 

内　容 

手続の経緯 

必要な手続 必要な手続 

● 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針 
● 国民保護計画及び国民保護業務計画の作成の基準 
● 想定される武力攻撃事態の類型（着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊に   
　よる攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃） 

● 類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置 

● 平成16年12月に「要旨」についてパブリックコメントを実施 
● 平成17年3月に「案」についてパブリックコメントを実施 
● 平成17年3月25日閣議決定 
● 平成17年通常国会において報告　など 

指定 
行政機関 

指定 
公共機関 

指定地方 
公共機関 

都道府県 

市町村 

● 平成17年10月28日 
　作成完了 

国民保護計画 
 

● 都道府県知事に協議 

● 市町村国民保護
　協議会に諮問 

● 議会へ報告　など 

国民保護業務計画 
 

● 都道府県知事に
　報告　など 

● 平成17年7月22日 
　福井県、鳥取県 
　作成完了 

● 平成18年1月20日 
　北海道など21道府
　県が新たに作成完了 

● 平成18年3月31日 
　全都道府県作成完了 

● 平成18年5月末まで
　に全機関（159）が 
　作成完了 

平成18年度をめどに作成 

国民保護計画 国民保護計画 国民保護業務計画 

内閣官房国民保護ポータルサイト

http://www.kokuminhogo.go.jp/


